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【Ⅰ 現状・課題】 

地域社会においては、障害のある人への誤解や偏見が今なお見られ、障害のある人は

日常生活の多くの場面で不利益を余儀なくされている、という現実があります。そのような

中において、平成２５年６月に障害のある人への差別を禁止する障害者差別解消法が成

立し、平成２６年１月に障害のある人の基本的自由の尊重を確保し、障害のある人の固有

の尊厳を尊重することを目的とした障害者権利条約が批准されました。今、障害のある人

の権利擁護に関して大きな転換期を迎えています。障害者権利条約を批准するために、

国内において障害者基本法の改正、障害者総合支援法の施行といった制度改革も行わ

れたところです。 

なお、千葉県においては、障害者差別解消法の施行に先駆け、障害のある人への差

別を禁止した全国初となる障害者条例が平成１８年に制定、翌１９年に施行されました。し

かし、その認知度は、直近の世論調査において約２０％であり、今後も、この条例の周知

がより一層求められています。 

障害のある人への差別の背景として、障害のある人への理解不足が挙げられます。そ

３ 障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進 

◇ 個別の差別事案の解決を図るとともに、差別の背景にある社会慣行などの問題

について協議する「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進

会議」などを通じて、障害のある人への理解を広げる取組や、障害のある人に優

しい取組の応援を推進します。あわせて、障害者虐待防止法に基づいて、障害の

ある人への虐待の防止や早期発見・早期対応に向け、関係機関との連携強化、研

修の実施、県民への普及啓発等に努めます。 

◇ 地域における相談支援体制を構築するとともに、生活支援と一体となった権利

擁護の仕組みづくりのため、地域自立支援協議会等の充実・強化への支援やネッ

トワークづくりに取り組みます。 

◇ 手話通訳者や点訳・朗読奉仕員などの人材の養成に取り組み、障害のある人の

情報コミュニケーションを支援するとともに、情報バリアフリーの推進に取り組

みます。 

◇ 平成２８年４月から施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」に関しては、十分な広報・周知を行い、円滑な施行に努めます。 

 

（１）障害のある人への理解の促進 

総合計画から 
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こで、障害のある人に対する理解を促進する取組がより重要となります。子どものころから

「障害」に関する知識を持つことで、差別を減らすことができる可能性があると言われていま

す。そこで、福祉教育への取組等を進める学校を福祉教育推進校として毎年２０校程度新

たに指定し、その活動を支援しています。また、障害者条例に基づき、１６障害保健福祉圏

域に１名ずつ配置された広域専門指導員が学校を訪問するなどの広報・啓発活動を行って

きました。さらに、県立学校については、学校関係者の会議などにおいて、障害者条例に関

する啓発活動を行ったところです。今後は小中学校に対象を広げつつ、教育関係者への広

報や連携のあり方について検討をしていく必要があります。 

また、差別事案の中には制度や慣習等が背景にあり、構造的に繰り返されているものが

あります。例えば、障害のある人に対する不動産の賃貸に関する問題があります。これにつ

いては、障害者条例に基づく障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進

会議（以下「推進会議」という）において検討を行いました。 

平成２８年４月から施行される障害者差別解消法では、障害のある人に対して合理的配

慮を行うことが、国や地方公共団体においては法的義務とされました。同法が円滑に施行さ

れ、障害のある人に対する合理的な配慮が行われるように、障害者条例と併せて周知を行う

ことが必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害者週間のみならず、各種イベントへの支援、県民だよりなどへの記事掲載を通

し、障害のある人への理解の促進に努めます。また、障害者条例による各種施策の展

開により、各種障害に対する正しい理解や偏見の解消に取り組みます。 

 

②   「ハートプラスマーク」や「ほじょ犬マーク」といった、障害のある人に関するマークの

普及について、県民や市町村に働きかけを行います。 

 

③   福祉教育への取組等を進める学校を引き続き年２０校程度福祉教育推進校として

指定し、その活動を支援します。その際、福祉教育をより効果的に推進するため、同じ

地区の福祉教育推進校と(福)千葉県社会福祉協議会が指定する福祉教育推進団体

が連携・協働する「パッケージ指定」により、地域の社会資源や人材を活用した福祉教

育プログラムの協議・連携・企画・実践を行い、福祉教育を推進します。 

 

④   障害のある人への理解が得られるよう、学校関係者の会議の場での広報活動を通

じ、教育関係者との連携に努めていきます。障害者条例の趣旨を踏まえ、障害のある

人・子どもへ対する理解を深め、ニーズに沿った支援を目指し、地域社会で共に学

び・暮らすことができるよう差別のない千葉県づくりを推進していきます。 
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⑤   県から教育機関の関係者に対して、広域専門指導員や地域相談員について周知

するとともに、引き続き、広域専門指導員が教育機関等を訪問するなどの広報・啓発

活動を行います。 

 

⑥   実際に差別が起こっている事案では、「これは差別にあたる」という自覚がないまま 

差別行為を行ってしまうというケースも見られるため、広域専門指導員による活動で蓄

積した差別に関する報告書をホームページに掲載するなど啓発を行います。 

 

⑦   障害のある人への差別の背景にある制度や慣習などの問題について、推進会議で

議論し、改善を図ります。また、より専門的な分野に関しては、分野別会議をもって対

応します。なお、すでに開催された不動産に関する分野別会議の提言に基づき、受

入れ住宅に関する情報提供の充実や関係機関の支援ネットワーク化を推進していき

ます。 

 

⑧   「障害のある人に優しい取組を応援する仕組み」により、障害のある人への理解を

広げるために頑張っている取組を紹介し、特に優れたものについては表彰します。 

 

⑨   平成２８年４月から施行される障害者差別解消法では、各行政機関において対応

要領を作成することになります。先行する障害者条例との整理を行うとともに、対応要

領が適切に作成できるよう情報提供を行うことなどにより、障害者差別解消法が円滑

に施行できるように努めます。また、同法に基づく障害者差別解消支援地域協議会の

設置について検討し、市町村に対しては情報提供を行います。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

１ 

障害のある人もない人も

共に暮らしやすい千葉県

づくり条例を知っている県

民の割合（％） 

１８．３ ２３．０ ２５．０ ２８．０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が地域の一員としてその人らしく生活するためには、障害のある人に対する

権利擁護の体制が構築されている必要があります。これには、虐待が発生したときなどに対

応する緊急的な場合と、日常生活の中で、金銭管理や財産管理、意思決定・自己決定の支

援等を行う場合があり、いずれの場合も支援者一人だけでは対応できるものでありません。

障害のある人の周囲にいる関係者・関係機関の連携・ネットワークづくりが重要になります。 

特に、権利侵害の最たるものである虐待については、平成２４年１０月に障害者虐待防止

法が施行され、障害のある人の尊厳を害する虐待の防止に関する法的整備がなされました。

これは、障害のある人の権利擁護の観点からみると大きな流れの一つと言えます。障害のあ

る人は「障害があるから」という理由で、他の人に比べて不利益を強いられることがあり、それ

は障害のある人に対する「差別」や「虐待」といった行為に結び付いています。 

障害のある人への虐待をいかに未然に防ぐか、ということも課題の一つとなります。特に、

千葉県袖ヶ浦福祉センターで発生した虐待事件の検証結果によると、施設虐待の防止には

施設の閉鎖性の解消が重要であるとされています。 

また、虐待が発生してしまった場合には、各関係機関が迅速に連携し、対応する必要が

あります。その結果、虐待を受けた人が被る身体的、精神的な傷を最小限度に抑えることが

できます。しかし、障害のある人は虐待を受けていてもなかなか自分から被害を訴えられな

いことが多いため、いかに早く支援員や施設従事者、家族等の周りの人が、異変に気づくこ

とができるかが重要となります。そこで、地域社会で障害のある人に関わるすべての人が、

権利侵害に対する意識を高く保つことができるようになれば、虐待を発見できる可能性は格

段に高まります。 

養護者による虐待は、家族が介護に疲れてしまったこと等を原因とし、家庭内で発生する

ことから、表に現れにくいケースもありますが、障害者虐待防止法の施行により１８歳以上の

障害のある人に対する虐待についての市町村への通報が義務付けられ、通報を受けた市

町村は、安全確認や事実確認のための立入調査や養護者による障害のある人への虐待の

防止及び被虐待者の一時的な保護などの措置を講ずることができるとされました。 

施設従事者等による虐待については、虐待防止の制度が整っていても、虐待に関する情

報がしかるべき機関に提供され、適切に対応がされなければ機能しないことが、千葉県袖ヶ

浦福祉センターで発生した虐待事件の教訓として示されました。また、施設従事者等による

虐待については、監査等の取り締まりだけでは限界があり、生活空間の開放性を高め、地

域社会との交流の充実を図る必要がある、との指摘もあります。 

使用者による虐待は、通報・届出の全体に占める割合は多くはないものの、労働基準法

等の労働関係法規の違反について、地方労働局が中心となって対応しています。 

権利擁護体制には日常的な権利行使の支援という異なる側面があります。意思決定・自

（２）地域における権利擁護体制の構築 
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己決定の支援や金銭管理、財産管理などは、障害のある人が日常生活を送る上で必要な

支援となりますが、これに関しては、障害のある人によってどの程度支援が必要なのか、見

極めて支援を行う必要があります。その際、支援の決定には行政機関のみならず、普段から

本人と接している支援者、家族、施設職員等の関係者が連携して取り組んでいく必要があり

ます。特に、本人の支援を決定するには、本人が日常的に信頼している支援者や家族等の

協力がないと、本人の希望に沿った支援が難しく、周囲の意見に左右されることなく、本人

の立場に立って本人を代弁することのできる人を含んだ、関係者間のネットワークづくりが必

要です。 

また、成年後見制度は、判断能力が不十分な人の意思決定を後見人が補う制度です。し

かし、この制度は、障害のある人の権利を擁護する一方で、使い方によっては、障害のある

人自身の権利を制約し、後見人に多大な権限を与える側面もある制度です。本人の財産等

を守るために必要である反面、制度の使い方によっては障害のある人の権利を侵害してし

まう恐れもあります。後見人が障害のある人の金銭を流用してしまう経済的虐待に該当する

事例もあります。障害のある人の成年後見は高齢者に対する成年後見と異なり、支援期間

が長く、成年後見人の負担は重く、いわゆる親亡き後、後見人が亡くなってしまった後、残さ

れた被後見人の支援はどうするのか、どのように引き継いでいくのか、という問題もあります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   虐待を防止し、早期発見するために、地方公共団体や支援機関、警察・医療・教育

機関といった地域における関係者に理解を求める取組を推進し、権利擁護ネットワー

クの確立、整備を図ります。また、虐待を発生させない生活支援や居住の場の充実等

について検討を行います。 

 

②   虐待が発生した場合においては、障害者虐待防止法の対応スキームに即して、迅

速な対応に努めます。その際には、市町村や労働局とも適宜連携を図り、適確な対応

を行います。また、本人のサポートを行う援護市町村が県外の場合においては県もこ

れに協力し連携を図っていきます。 

 

③   県内各地域においても活発な議論が行われるよう、各市町村での自立支援協議会

等において権利擁護に関する部会の設置を働きかけます。 

 

④   市町村や障害者関連施設に対し虐待防止のアドバイザーを派遣して、障害者虐待

の適切な対応や予防ができるように、助言を行います。また、虐待防止アドバイザーの

積極的な利用についても、関係機関に対し働きかけを行います。 

 

⑤   養護者・施設従事者等・使用者の類型別に、障害者虐待の事例検討を行った上で
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事例集を作成し、関係機関に配布することで虐待に対する意識の啓発を行います。 

 

⑥   家族等の養護者に対する支援の一環として、養護者向けの講演会を開催し、虐待

防止への理解促進、啓発を行います。 

 

⑦   千葉県において発生した、千葉県袖ヶ浦福祉センターをはじめとした障害者関連

施設における虐待を教訓とし、虐待等が発生した場合にどのように対応をすべきか、

施設関係者や市町村の虐待防止センター職員を対象とした研修を実施し、支援者の

気づきを高めるよう努めます。また、障害者関連施設において、虐待発生時に速やか

に被虐待者の安全を確保するためのネットワーク整備を含めた体制整備に努めます。 

 

⑧   使用者に対しては、講演会の開催や研修の実施により、効果的な広報啓発を行い

ます。その際には、関係機関との連携を図って取り組むこととします。 

 

⑨   障害のある人の権利が擁護されるよう、成年後見制度が適切に運用されるように虐

待防止法研修などの研修の場において成年後見制度について周知を図ります。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

２ 
虐待防止アドバイザー派

遣数 
６ ８ １０ １３ 

 

 

 
「あおむしとちょうちょ」 向後 拓海さん 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が地域において生活する上で、相談することができる場所は欠かすことが

できません。しかし、障害のある人やその家族からは、何をどこに尋ねたらいいかわからな

いという声があります。そこで、障害のある人がそれぞれ生活する地域において相談支援

が受けられるよう、体制を整備することが必要です。千葉県には、障害者条例に基づき市

町村単位で配置されている約６００名の地域相談員と、その相談員に対して専門的見地

から助言・指導を行うために、障害保健福祉圏域ごとに配置されている１６名の広域専門

指導員がいますが、その存在について十分知られていない状況にあります。 

そこで、あらためて市町村の協力を得ながら周知活動を行い、指導員や相談員が住民

にとって、身近に相談できる地域に密着した相談先として認知されるよう努める必要があり

ます。また、障害のある人から相談があった場合に、相談の窓口を広げ、どこの窓口に相

談が入っても、関係者間で情報の共有が行われ、必要に応じて県の地域相談員が障害

保健福祉圏域にとらわれず活動できる等、適切な対応ができる仕組みを整えることが重要

です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】    

①   相談支援事業所と地域の支援機関との連携強化により、個別支援の充実を図りま

す。 

 

②   障害のある人の当事者団体や家族会等との連携の下、市町村における協議会等

への相談支援アドバイザーの派遣を通じて、相談支援活動の充実を図り、障害の種

別や当事者の必要に応じた相談支援体制の整備を図ります。また、各団体が行って

いる活動への支援について検討を行います。 

 

③   相談支援事業に従事する職員へ障害者虐待対応の知識並びに技術の習得までの

権利擁護の内容を含んだ研修を実施します。 

 

④   広域専門指導員や地域相談員の存在について、障害者差別解消法の施行に合わ

せ、同法や障害者条例との周知とともに、関係機関や県民への広報に努めます。 

 

⑤   障害当事者によるピアサポートについて、広域専門指導員が主催する研修の内容、

ピアサポートを用いた支援についてその方法や効果に関して検討を行っていきます。 

 

⑥   権利擁護全般に関して、既存の虐待防止センター、総合支援協議会、成年後見支

（３）地域における相談支援体制の充実 
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援センター等と、障害者差別解消法に基づき新たに設置が見込まれる、障害者差別

解消支援地域協議会を含めた各地域での取組について、整理を行いシステム作りの

再検討を行います。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

３ 
千葉県相談支援アドバイ

ザー配置数 
３２ ３２ ３２ ３２ 

 

４ 

障害者条例に係る相談

件数のうち地域相談員が

関 わ っ た 件 数 の 割 合

（％） 

１５．５ ３３ ３５ ３８ 

 

 

 

 

 

 

 
「粘土で作ろう」 穂積 諄さん 
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【Ⅰ 現状・課題】 

「人材」を育成・確保することは、サービスの質を維持する上で不可欠なことです。 

障害のある人とのコミュニケーションを支援する人材としては、手話通訳者、要約筆記者、

点訳・朗読奉仕員、盲ろう者通訳・介助員がいます。これら人材の確保、育成が求められて

います。 

現在、千葉県においては、障害のある人との意思疎通を支援する人材の育成・派遣事業

を行っています。しかし、今後は、従来の枠組みにとらわれない意思疎通支援の拡充や、事

業の強化が必要となります。 

手話通訳者・要約筆記者については、聴覚障害のある人とのコミュニケーションを支援す

る担い手として養成研修を行っていますが、障害者総合支援法の施行により、手話奉仕員

養成研修が平成２５年度より市町村実施となったことから、県の取組についてあらためて検

討していく必要があります。 

盲ろう者向けの通訳・介助員については、盲ろう者の社会参加と自立に役立つように、   

年１回、定員２０名の研修を行っています。しかし、今後は研修内容のより一層の充実が求

められています。 

点訳・朗読奉仕員の養成については、近年、中途失明者が増加していることから、よりニ

ーズが高まっているものの、養成講座の受講希望者が定員を下回るという状況となっていま

す。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   手話通訳者については、養成研修事業を着実に実施するとともに、募集人員等の

拡大を図っていきます。また、要約筆記者についても養成研修事業を着実に実施し、

さらに、要約筆記奉仕員から要約筆記者への移行研修を行います。 

 

②   盲ろう者向け通訳・介助員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の

周知を図ります。 

 

③   点訳・朗読奉仕員については、養成研修事業の内容の充実と受講募集の周知を図

ります。 

 

④   従来の意思疎通支援事業に加えて、失語症の人のための会話パートナーや視覚

障害のある人の日常生活に密着した代筆・代読者等の、新たなニーズに対応した意

思疎通支援についても検討を行います。また、障害のある人のそれぞれの障害のレベ

ルや状態によって、望ましいサービスは異なりうることから、レベルに適合した意思疎

（４）手話通訳等の人材育成 
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通支援が行われるように、利用者の選択肢を増やすことについても検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

５ 

手話通訳者・要約筆記者養

成研修事業の実養成講習

終了見込者数 

９８ ８０ １００ ６０ 

 

手話通訳 ４４ ４０ ４０ ４０ 

要約筆記 ０ ０ ２０ ２０ 

 移行研修 ５４ ４０ ４０ ０ 

 ※要約筆記者への移行研修は平成２８年度まで実施 

６ 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成研修事業の実養成講

習終了見込者数 

１３ １６ １６ １６ 

 

７ 

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業の実利用見込み

件数 

３９６ ３７５ ３７５ ３７５ 

 
手話通訳 ２７１ ２３６ ２３６ ２３６ 

要約筆記 １２５ １３９ １３９ １３９ 

 

８ 

盲ろう者向け通訳・介助派

遣事業の実利用見込み件

数 

１，０６２ １，０６６ １，０６６ １，０６６ 

 

９ 

点訳・朗読奉仕員の養成 

人数と研修回数 
    

 
養成人数 ４６ ４６ ４６ ４６ 

研修回数 ２ ２ ２ ２ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

現代社会において情報は、日常生活を送る上で大変重要なものとなっています。障害の

有無に関わらず情報には得る権利のみならず発信をする権利があるため、情報に係るバリ

アの解消に努めなければなりません。そのため、合理的な配慮の普及に重点を置き、障害

のある人もない人も、「知る権利」「話す権利」の保障された情報・コミュニケーションバリアフ

リー社会の実現に向けた取り組みが必要です。また、情報の伝達に限らず意思の疎通やお

互いに理解をし合うことが双方向のコミュニケーションにおける重要なポイントを担います。 

特に、情報機器の発達に伴い、機器の操作方法を理解し適切に使用できなければ、いわ

ゆる「情報弱者」となる可能性があります。障害のある人がこの「情報弱者」にならないように、

技術進歩に伴った支援サービスの充実が求められています。 

また、障害のある人への情報提供、とりわけ災害時においては、迅速かつ適切に情報が

提供されなければ、生命・身体の危機につながる恐れがあります。緊急時に、障害のある人

へいかに情報提供を行うか、大きな課題となっています。他にも例えば視覚障害におけるロ

ービジョン支援といった、障害のある人それぞれのレベルに沿った支援が求められます。 

さらに、障害のある人が政治参加するためには、情報・コミュニケーションバリアフリーに向

けた取組や投票所における投票環境の向上などが必要となります。 

情報機器の使用に関しては、障害のある人を対象として、パソコン教室の開催やＩＴサポ

ートセンターの設置を行っています。さらに、視覚障害のある人、聴覚障害のある人の情報

支援の拠点として、点字図書館１か所、聴覚情報提供施設１か所を県内に設置しています。

しかし、継続した情報提供を行うためには、施設の安定した運営が必要となります。 

平成２８年４月から施行される障害者差別解消法では、障害のある人に対して合理的配

慮を行うことが、国や地方公共団体においては法的義務とされました。また障害者条例では、

情報の提供に関し障害を理由として不利益な取り扱いを行うことは、障害のある人に対する

「差別」とされています。このようなことからも、障害のある人がコミュニケーション手段を確保

し、情報を受信・発信できるようにすることは、障害のある人とない人双方が互いの意思疎通

を図る上での支援につながります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   情報コミュニケーションを支援するため、意思疎通支援事業の強化を図っていきま

す。また、障害のある人が意思疎通を図るための支援を行う人を派遣する際に、市町

村間での連携が必要な場合などには、実情に合わせた対応に努めます。さらに、障害

者手帳を持つに至らない障害のある人への支援についても検討を行います。 

 

（５）情報・コミュニケーションバリアフリーのための普及

啓発の促進 
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②  障害特性に合ったコミュニケーションを支援するために、コミュニケーションボードや

音声コード読上装置、磁気ループ等のコミュニケーションを支える機器の設置を行政

機関等の関係機関に働きかけ、コミュニケーション支援の普及と、それが使える地域の

環境づくりを目指します。 

 

③   視覚障害のある人向けのパソコン教室については、点字広報紙等により周知を図る

ことにより、利用者の増加に努めます。また、ＩＴサポートセンターについても、点字県

民だより等の広報紙により、引き続き登録者を増やすこととします。 

 

④   災害時の情報伝達については、避難所における防災無線や広報車、携帯端末の

緊急速報メール等複数の手段を組み合わせ、障害の区分等に配慮した手段を用いる

こととします。また、避難場所への移行や避難所での情報コミュニケーション支援の取

組など、災害時の対応について整備します。 

 

⑤   聴覚障害者・視覚障害者情報提供施設の安定した運営のために、現在行っている

運営費の助成を継続し、施設機能の整備、充実を図ります。 

 

⑥   視覚障害、聴覚障害等、各種障害のある人が、行政などから必要な情報を得るた

めに、県の機関が行うべき配慮の指針である「障害のある人に対する情報保障のため

のガイドライン」が、幅広く活用されるよう、市町村などの関係機関への周知に努め、必

要な配慮を行うよう働きかけます。 

 

⑦   県内の放送事業者に対し、字幕番組、手話番組等障害特性に配慮した情報提供

の、一層の充実を要請します。 

 

⑧   視覚障害のある人に参政権の行使に必要な情報を提供するため、引き続き選挙公

報の点訳版や音訳版を作成・配布します。また、障害特性に配慮した投票所のバリア

フリー化のほか、不在者投票の適切な実施の促進により、投票所での投票が困難な

障害のある人の投票機会の確保に努めます。 


